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〈
判
例
研
究
〉

祖父母による当時三歳の孫の連れ戻しが未成年者誘拐罪に当たるとされ (金i畢)

祖
父
母
に
よ
る
当
時
三
歳
の
孫
の
連
れ
戻
し
が
未
成
年
者
誘
拐
罪
に

当
た
る
と
さ
れ
、
被
告
人
両
名
を
い
ず
れ
も
実
刑
に
処
し
た
第
一
審

判
決
を
維
持
し
た
控
訴
審
判
決
の
刑
の
量
定
が
甚
だ
し
く
不
当
で
あ

る
と
し
て
破
棄
さ
れ
た
事
例

巨
敢
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
一
八
年
一

O
月
一
一
一
日
判
決

J

f

判
例
時
報
一
九
五

O
号
一
七
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
二
五
号
一
一
二
七
頁
」

浮

真

理

金

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
A
及
び
B
(
こ
の
両
名
は
夫
婦
)
の
娘
C
は
、
離
婚
し
て
栃
木
県
内
の
実
家
で
あ
る
両
名
方
に
戻
っ
て
い
た
が
、

A
の
経
営
す
る
会
社
の
従
業

員
で
あ
っ
た
乙
と
交
際
す
る
よ
う
に
な
り
、
実
家
を
出
て
乙
と
共
に
札
幌
市
内
に
転
居
す
る
こ
と
に
し
た
。

A
、
B
は
C
の
再
婚
に
強
く
反
対
し
て
い
た

が
、
両
名
の
了
解
を
得
な
い
ま
ま
C
は
実
子
D
(当
時
三
歳
)
、

E
(当
時
一
歳
)
と
共
に
実
家
を
出
て
、
札
幌
に
向
か
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
被
告
人

両
名
は
、
追
い
か
け
て
連
れ
戻
そ
う
と
、

C
の
転
居
翌
日
乙
方
を
訪
れ
、
実
家
に
戻
る
よ
う
説
得
し
た
が
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
C
と
口
論
に
な
り
、
興
奮

し
た
被
告
人
A
が
乙
に
暴
力
を
振
る
い
、
驚
い
た
D
、
E
が
泣
き
出
す
な
ど
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
被
告
人
E
が
D
を
抱
き
か
か
え
て
室
外
に
連
れ

出
し
、
さ
ら
に

E
も
連
れ
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
気
づ
い
た
C
に
よ
り
、
取
り
戻
さ
れ
た
。

七。
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七。

そ
の
後
、

C
は
D
を
連
れ
戻
そ
う
と
実
家
に
赴
い
た
が
、
被
告
人
前
名
か
ら
は
実
家
に
一
民
る
よ
う
言
わ
れ
、

D
の
引
渡
し
を
拒
否
さ
れ
た
。

C
は
裁
判

所
に
対
し
、
人
身
保
護
法
に
碁
づ
く
D
の
引
渡
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
、
認
容
さ
れ
た
が
、
引
渡
し
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

C
は
被
告
人
両

名
を
告
訴
し
た
。
当
初
の
公
訴
事
実
は
、
未
成
年
者
略
取
で
あ
っ
た
が
、
控
訴
審
で
予
備
的
訴
因
と
し
て
未
成
年
者
拐
取
が
追
加
さ
れ
、
予
備
的
訴
因
の

う
ち
未
成
年
者
誘
拐
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
、
い
ず
れ
も
懲
役
一

O
月
の
実
刑
に
処
せ
ら
れ
た
(
札
幌
地
判
平
成
一
六
年
九
月
一
二
日
)
。
被
骨
人
両

名
は
事
実
誤
認
、
量
刑
不
当
を
争
い
控
訴
し
た
が
、
棄
却
さ
れ
た
(
札
幌
高
判
平
成
一
七
年
一

O
月
二
宜
日
)
。

被
告
人
両
名
が

D
を
自
宅
に
連
れ
戻
し
て
か
ら
事
件
が
控
訴
審
に
係
属
す
る
ま
で
に
一
二
年
以
上
が
経
過
し
、
控
訴
審
の
審
理
の
途
中
で

D
は
被
告
人
両

名
の
地
元
の
小
学
校
に
入
学
し
た
。
控
訴
審
裁
判
所
は
、
第
一
回
公
判
か
ら
被
告
人
両
名
に
対
し
て
、

D
を
C
に
引
き
渡
す
よ
う
に
求
め
て
き
た
が
、

D

は
C
の
下
に
行
く
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
と
被
告
人
両
名
の
下
を
離
れ
る
こ
と
を
嫌
が
り
、
転
校
も
し
た
く
な
い
と
述
べ
て
精
神
的
に
不
安
定
に
な
り
、
事

実
上
D
を
C
に
引
き
渡
す
こ
と
が
困
難
な
状
態
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
控
訴
審
判
決
は
、
「
現
状
の
ま
ま
被
告
人
河
名
を
執
行
猶
予
に
付
す
こ

と
は
、
被
告
人
両
名
が
自
ら
作
り
出
し
た
違
法
状
態
を
追
認
す
る
に
等
し
く
、
許
容
で
き
な
い
」
と
し
て
、
実
刑
を
言
い
渡
し
た
一
審
判
決
を
維
持
し
た
。

」
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
両
名
が
上
告
し
た
。

中l

旨

最
高
裁
は
、
被
告
人
両
名
の
犯
行
の
動
機
に
つ
い
て
、
乙
に
対
し
て
過
去
の
不
行
跡
や
C
と
の
交
際
の
経
緯
か
ら
強
い
不
信
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
認

定
し
、
「
D
ら
の
将
来
を
案
じ
」
、
(
乙
に
)
「
虐
待
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
た
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
心
情
を
汲
み
、
「
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を

選
ば
な
い
も
の
と
し
て
被
告
人
両
名
を
強
〈
指
弾
す
る
の
は
適
切
で
な
い
」
と
一
定
の
理
解
を
示
し
た
。
ま
た
、
「
法
的
な
正
当
性
は
と
も
か
く
、
被
告

人
両
名
に
よ
り
D
の
養
育
状
況
自
体
は
、
そ
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
し
た
、
?
え
で
、
控
訴
審
判
決
が
求
め
て
い
た

D
の
C

へ
の
引
渡
し
が
実
現
し
な
か
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
長
期
に
わ
た
り
被
告
人
両
名
の
下
で
養
育
さ
れ
た
事
情
に
鑑
み
て
、
「
D
の
意
思
や
そ
の
精
神
状

態
を
踏
ま
え
、
そ
の
福
祉
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
」
「
相
当
の
時
聞
を
か
け
て

C
と
D
の
接
触
を
重
ね
る
な
ど
の
手
立
て
を
講
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
」

と
し
て
、
こ
れ
を
一
概
に
被
告
人
ら
の
落
ち
度
と
は
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
本
刊
の
よ
う
な
親
族
問
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
「
本
来
、
こ
の
よ
う
な
紛

(法雑 '12)58-3・4-260



争
は
、
家
庭
裁
判
所
の
調
停
手
続
や
当
事
者
聞
の
話
合
い
な
ど
に
よ
り
解
決
を
図
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
刑
事
裁
判
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
刑
の
量
定
に

祖父母による当時三歳の孫の連れ戻しが未成年者誘拐罪に当たるとされ (金津)

解当
決た
のつ
if'i て
筋は
な

ip護
甜」的
案な
し閑
な係
がに
らあ
、る

刑親
事子
司同
法の

家事
入と
すい

i i 
聞の

王監
度に
に照
つら
きし
慎
重被

長室
討で
すあ
るる

量産
が年
あ者
るの
」福
と祉
しを
た踏

?手
ええ

でつ
つ

犯
行将
の来
態的
様な

は
、
暴
力
が
き
っ
か
け
と
は
い
え
、
計
画
的
で
は
な
く
、
「
祖
父
母
が
、
幼
児
を
直
前
ま
で
平
穏
に
生
活
し
て
い
た
住
居
に
連
れ
戻
し
た
点
に
照
ら
せ
ば
、

そ
の
安
全
を
脅
か
す
も
の
と
も
い
え
な
い
」
こ
と
、
被
告
人
ら
の
服
役
が
親
族
聞
の
対
立
相
克
を
深
刻
に
し
、
ひ
い
て
は

D
の
福
祉
や

C
の
利
益
に
も
反

す
る
結
果
を
生
じ
る
お
そ
れ
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
等
を
挙
げ
て
、
控
訴
詐
判
決
の
量
刑
は
甚
だ
し
く
重
き
に
過
ぎ
、
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く

正
義
に
反
す
る
と
し
て
、
被
告
人
両
名
を
そ
れ
ぞ
れ
懲
役
一

O
月
に
処
し
、
三
年
間
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
と
自
判
し
た
。

研

究

本
判
決
は

祖
父
母

よ
る
直
接
の
監
護
権
者
か
ら
の

吉
年
の
孫
。コ
連
れ
去
り
が
未
成
年

暮
拐
罪
に
当
た
る
か
ど
っ
か
古宮

争
わ
n 
た

実
関

す
る
も
の
で
、
最
高
裁
が
量
刑
不
当
に
よ
り
原
判
決
を
破
棄
し
、
執
行
猶
予
を
付
し
た
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
近
年
、

一
方
の
親
権
者
が
他
方
の
下
か
ら

子
を
連
れ
去
る
場
合
に
お
い
て
、
未
成
年
者
拐
取
罪
の
成
否
に
つ
き
、
最
高
裁
が
相
次
い
で
判
断
を
下
し
た
。
本
件
で
は
量
刑
が
争
点
と
な
っ
て
お
り
、

被
告
人
た
る
祖
父
母
の
行
為
が
未
成
年
者
誘
拐
罪
を
構
成
す
る
こ
と
自
体
に
争
い
は
企
い
も
の
の
、
犯
罪
を
構
成
す
る
事
実
が
量
刑
判
断
に
取
り
入
れ
ら

れ
、
特
に
、
被
拐
取
者
の
安
全
、
福
祉
の
観
点
が
重
視
さ
れ
て
、
被
拐
取
者
が
約
三
年
一

0
ヶ
月
の
問
被
告
人
ら
の
下
に
と
ど
め
置
か
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、

執
行
猶
予
が
付
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
本
判
決
は
、
近
親
者
聞
に
お
け
る
連
れ
去
り
事
例
を
扱
う
注
目
す
べ
き
事
例
判
決
で
あ
る
と
共
に
、
未
成
年
者
拐

取
罪
の
保
護
法
益
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
好
個
の
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
本
判
決
を
素
材
と
し
て
、
未
成
年
者

拐
取
罪
の
保
護
法
援
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

未
成
年
者
拐
取
罪
の
保
訟
法
益
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
、
被
拐
取
者
の
自
由
と
解
す
る
か
そ
れ
と
も
駐
護
権
(
人
的
保
護
関
係
)
と
解
す
べ
き
か
の
対

立
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
被
拐
取
者
の
自
由
の
み
と
解
す
る
と
、
行
動
の
意
思
及
び
能
力
が
な
い
者
が
保
護
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
、

専
ら
監
護
権
(
人
的
保
護
問
問
係
)
と
解
す
る
と
、
保
護
者
が
い
な
い
場
合
や
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
未
成
年
を
、
そ
の
同
意
を
得
つ
つ
保
護
者
の
意

七。
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七
O
四

思
に
反
し
て
そ
の
関
係
か
ら
離
脱
さ
せ
る
場
合
に
問
題
が
生
じ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
難
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
現
在
、
本
罪
の
保
護
法
益
に

関
す
る
学
説
は
、
①
被
拐
取
者
の
自
由
記
、
②
庇
護
権
(
人
的
保
護
関
係
)
説
、
③
被
拐
取
者
の
自
由
及
び
監
護
権
(
人
的
保
護
関
係
)
師
、
④
被

拐
取
者
の
自
由
及
び
安
全
一
向
に
分
か
れ
て
主
張
さ
れ
て
お
り
、
一
致
を
見
な
い
。
両
者
を
併
合
的
に
解
す
る
③
の
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
特
に
最
近

に
な
っ
て
、
被
拐
取
者
の
安
全
の
見
地
を
重
視
す
る
④
説
も
有
力
に
展
開
さ
れ
る
ほ
か
、
か
か
る
安
全
の
見
地
を
も
含
め
て
自
由
の
概
念
を
再
構
成
す
る

見
解
も
あ
る
。

判
例
も
ま
た
、
事
案
に
よ
り
重
点
の
置
き
方
が
異
な
る
も
の
の
、
被
拐
取
者
の
自
由
と
監
護
権
の
双
方
を
考
慮
す
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

実
父
が
、
養
子
に
出
し
て
い
る
小
学
生
の
実
子
を
、
監
護
権
の
あ
る
養
母
の
下
か
ら
、
通
学
途
中
に
頭
部
を
毛
布
で
包
む
等
し
て
実
力
で
連
れ
出
し
た
事

{
5〉

案
に
関
し
て
、
大
審
院
明
治
四
三
一
年
九
月
三
O
日
判
決
は
、
「
所
謂
未
成
年
者
ノ
略
取
罪
ハ
暴
行
又
ハ
脅
迫
ヲ
加
へ
幼
者
ヲ
不
法
ニ
自
己
ノ
実
力
内
ニ
移

シ
一
方
ニ
於
テ
監
督
者
(
若
シ
監
督
者
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
)
ノ
監
督
権
ヲ
侵
害
ス
ル
ト
同
時
ニ
他
ノ
一
方
ニ
於
テ
幼
者
ノ
自
由
ヲ
拘
束
ス
ル
ノ
行
為
ヲ

云
フ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
た
う
え
で
、
実
子
で
も
養
子
に
出
し
た
以
上
、
監
護
権
を
有
す
る
親
権
者
の
地
位
に
な
い
と
し
て
、
養
母
の
監
護
権
を
侵
害
し
、

被
拐
取
者
の
意
に
反
し
暴
力
を
加
え
て
拘
束
し
、
自
己
の
支
配
内
に
移
し
た
被
告
人
の
行
為
は
本
罪
を
構
成
す
る
と
し
た
。
ま
た
、
大
審
院
大
正
七
年
一

(6) 

一
月
一
一
日
判
決
は
、
一
八
歳
に
達
し
た
未
成
年
を
誘
惑
し
て
雇
い
主
と
の
雇
用
関
係
を
離
脱
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
履
い
主
は
監
護
権
を
有
し
な
い

と
し
て
未
成
年
者
誘
拐
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
、
大
審
院
大
正
二
ニ
年
六
月
九
日
判
決
は
、
そ
の
母
親
に
対
し
て
前
借
金
を
得
ら
れ
る
ほ
か
、

諸
費
用
を
負
担
す
る
等
と
欺
い
て
、
娘
二
人
(
一
七
歳
、

一
五
歳
)
を
女
工
に
し
よ
う
と
連
れ
出
し
た
事
案
に
つ
き
、
「
未
成
年
者
ノ
監
督
者
ヲ
欺
キ
利

害
判
断
ヲ
誤
ラ
シ
メ
監
督
者
ヲ
ン
テ
未
成
年
者
ヲ
自
己
ノ
支
配
内
ニ
移
ス
コ
ト
ヲ
承
諾
セ
シ
メ
之
ヲ
利
用
、
ン
テ
未
成
年
者
ヲ
自
己
ノ
支
配
力
内
ニ
移
シ
之

ニ
対
ス
ル
監
督
権
ヲ
侵
害
ス
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
誘
拐
罪
ヲ
成
立
セ
シ
メ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
本
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。
下
級
審
で
は
、
告
訴
権
の
有

(8) 

無
を
め
ぐ
っ
て
、
福
岡
高
裁
昭
和
二
二
年
四
月
一
四
日
判
決
が
、
「
未
成
年
者
誘
拐
罪
の
保
護
法
益
は
、
被
誘
拐
者
で
あ
る
未
成
年
者
の
自
由
の
み
で
な

く
、
両
親
、
後
見
人
な
ど
の
監
護
権
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
未
成
年
者
を
誘
惑
し
て
、
叙
上
の
監
護
権
を
有
す
る
者
の
監
督
関
係
を
離
脱
せ
し
め
、
不
法

に
自
己
の
実
力
的
支
配
の
下
に
お
く
こ
と
は
、
当
然
に
監
督
者
の
監
護
権
に
対
す
る
侵
害
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
か
か
る
監
督
者
は
告
訴
権
を
有

す
る
も
の
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
し
て
、
事
実
上
の
監
護
権
を
有
す
る
監
督
者
に
も
告
訴
権
を
認
め
た
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
判
例
は
、

一
貫
し
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て
本
罪
の
保
護
法
益
を
被
拐
取
者
の
自
由
及
び
監
護
権
(
人
的
保
護
関
係
)
と
解
し
て
き
た
と
も
一
言
え
る
。
尤
も
、
以
上
の
事
例
は
、

一
方
的
な
監
護
権

祖父母による当時三歳の孫の連れ戻しが未成年者誘拐罪に当たるとされ…(金津)

侵
害
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
被
拐
取
者
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
と
言
え
る
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
離
婚
係
争
中
の
事
案
等
で
親
権
者
の
一
方
に
よ
る
拐
取
行
為
が
問
題
と
さ
れ
る
判
例
が
近
時
相
次
い
で
出
さ
れ
、
未
成
年
者
拐
取
罪
の

保
護
法
益
が
再
度
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
監
護
権
(
人
的
保
護
関
係
)
を
基
準
に
す
る
と
き
、

一
方
の
親
が
子
ど
も
を
連
れ
去
る
場
合
に
未
成
年
者
拐

取
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
は
一
個
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
別
居
中
の
一
方
親
権
者
の
下
か
ら
子
ど
も
が
奪
取
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
ォ

ラ
ン
ダ
国
籍
の
父
親
が
別
居
中
の
母
親
が
監
護
費
育
し
て
い
た
-
一
歳
四
ヶ
月
の
娘
を
母
国
に
連
れ
去
る
目
的
で
、
入
院
中
の
病
院
か
ら
両
足
を
引
っ
張
り

82脇
、1 に

ま苧
宍主
予な
=ど
話と
号主
引 li:
用 E
しれ
た た

書掲
同に
裁 円
平長
成因

七喜
平送
三目

E思
ノ、'"日嘉
決~~
事担震
l土!、

怪器
投手
目撃
居焔

中予
の=
妻:iji
のに
養処
1%[ C 
す た
る (

姦震
の 平
長成
男ー
を五

年
そ三
の月
通ー
う八

保
育
園
付
近
で
祖
母
に
連
れ
ら
れ
て
帰
宅
、
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
車
に
乗
せ
て
連
れ
去
り
、
そ
の
う
ち
え
、
運
転
席
の
窓
ガ
ラ
ス
を
叩
く
な
ど
し
て

こ
れ
を
制
止
し
よ
う
と
す
る
祖
母
を
、
車
を
発
進
さ
せ
た
際
に
負
傷
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
懲
役
一
年
執
行
猶
予
四
年
を
言
い
渡
し
た
。
い
ず
れ
の
事
案

に
つ
い
て
も
、
有
形
力
が
用
い
ら
れ
た
点
が
重
視
さ
れ
、
未
成
年
者
略
取
罪
が
肯
定
さ
れ
た
。

無
論
、
被
拐
取
者
の
自
由
及
び
監
護
権
を
保
護
法
益
と
解
す
る
従
来
の
判
例
の
立
場
か
ら
は
、
被
拐
取
者
を
実
力
で
連
れ
去
り
、
か
っ
、
少
な
く
と
も

(
日
)

一
方
監
護
者
の
監
護
権
を
害
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
拐
取
罪
が
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
。
従
っ
て
、
親
権
者
間
で
の
干
の
連
れ

去
り
の
事
例
に
お
い
て
も
、
当
然
未
成
年
者
拐
取
罪
は
成
立
し
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
法
論
と
し
て
の
監
護
権
の
位
置
づ
け
は
相
対
化
し
、
親
権

者
た
る
地
位
あ
る
者
が
行
為
に
及
ん
で
も
、
例
外
的
に
違
法
性
阻
却
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
、
か
か
る
事
例
に
お
い
て
は
、
拐
取
者
、
被
拐
取
者
、
或
い
は
殿
護
者
の
い
ず
れ
の
如
何
な
る
権
利
が
優
先
さ
れ
る
か
と
い
う
実
質
的
考
慮
が
重
要

に
な
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
注
意
を
袈
す
る
の
は
、
形
式
的
意
味
で
の
監
護
機
(
人
的
保
護
関
係
)
が
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
大
審
院
明
治
四

一
二
年
判
決
に
お
い
て
本
罪
の
成
苔
を
決
す
る
要
素
と
な
っ
た
の
は
、
養
母
の
形
式
的
監
護
権
で
は
な
く
、
養
子
に
出
さ
れ
た
被
拐
取
者
を
実
際
に
養
育
し

七
O
五
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て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
前
掲
福
岡
高
裁
昭
和
一
三
年
判
決
に
お
い
て
事
実
上
の
監
護
権
が
保
護
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
監
護
権
(
人
的
保
護
関
係
)
と
は
、
本
来
、
未
成
年
者
を
保
護
し
、
そ
の
自
由
、
安
全
、
福
祉
を
保
障
し
得
る
最
適
の
者
に
付
与
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
十
全
に
機
能
す
れ
ば
、
監
護
権
者
の
下
に
い
る
こ
と
が
未
成
年
者
に
と
っ
て
最
も
利
益
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(ロ)

か
か
る
場
合
に
は
、
監
護
権
の
侵
害
が
被
拐
取
者
の
利
益
侵
害
に
も
重
な
る
。
翻
っ
て
、
監
護
権
者
が
存
在
し
て
も
、
未
成
年
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
有

責益
をで
果な
たい
し ば
てか
いり
なか
し、、
かか
らえ
とつ
いて
つ有
て害
、で

赤あ
のる
他場
人合
がに
未ま

壁て
者そ
をの
そ監
の護

Z警
皇室
れす
去る
る必
行要
為は
カ蓄 な
来い
成
年そ
者う

盟Z
罪つ
にて
当も
た
る如
こ何
とに
は E主

義震
で者
あが
るそ
於垣の

護 形
に式
重的
き監
を諮
置権
くの
現保
代 護
にに
おあ
けま
るり
本に
罪惣
の配

霊Z
をこ
見と
失は
し、、
か来
ね成
な(年
し、14翠7
O~ 吾

か監

i警
てに

三官
質す
的る

産品
でと
保捉
護え
にる
値こ
すと
るに
監な
護 り
権か
がね

手て
る未
か成
ど年
つ者
か自
を身
吟の
l味保

す
る
契
機
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
如
何
な
る
場
合
が
そ
れ
に
当
た
る
か
。
実
括
的
意
味
に
お
い
て
監
護
権
が
保
護
対
象
た
る
か
杏
か
は
、
結
局
、
被
拐
取
者
の
自
由
が
十

全
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
帰
す
る
。
こ
こ
で
い
う
自
由
は
多
義
的
で
あ
る
。
未
成
年
者
拐
取
罪
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
自

由
の
概
念
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
行
動
の
'
自
由
に
近
似
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
見
解
の
不
一
致
の
原
因
と
な
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
未
成
年
者
拐
取
罪
の
保
護
法
益
た
る
自
由
は
、
決
し
て
監
禁
罪
の
保
護
法
益
の
よ
う
な
移
動
の
自
由
、
行
動
の
自
由
の
み
を
意
味
し
な
い
。

(
お
)

即
ち
、
有
形
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
阻
害
さ
れ
る
種
類
の
自
由
、
そ
の
侵
害
が
被
害
者
に
と
っ
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
自
由
に
限
ら
な
い
。

従
っ
て
、
自
身
が
動
く
こ
と
の
で
き
な
い
新
生
児
も
、
か
か
る
自
由
を
享
受
す
る
と
一
吾
一
一
口
う
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
本
罪
の
保
護
法
益
た
る
自
由
は
、
脅
迫
、
強
要
罪
に
お
い
て
問
題
と
な
る
よ
う
な
、
意
思
決
定
や
行
動
選
択
の
自
由
を
も
意
味
し
な
い
。
相
互

に
争
う
親
権
者
の
聞
で
、

一
定
程
度
の
判
断
能
力
を
有
す
る
未
成
年
者
が
明
確
に
い
ず
れ
と
行
動
を
共
に
す
る
か
を
選
択
で
き
る
場
合
は
格
別
、
未
成
年

者
自
身
は
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
自
由
が
保
障
さ
れ
る
(
若
し
く
は
さ
れ
な
い
)
状
態
を
、
刑
法
上
措
定
す
る
こ
と
は
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
固
よ
り
、
か
か
る
状
態
を
判
断
す
る
尺
度
は
、
刑
法
内
部
に
で
は
な
く
、
未
成
年
者
の
福
祉
の
領
域
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
未
成
年

(法雑 '12)58-3.4-264 



者
の
置
か
れ
る
環
境
を
地
理
的
、
物
理
的
、
経
済
的
要
素
を
単
純
に
割
る
の
で
は
な
く
、
未
成
年
者
拐
取
罪
の
意
義
に
照
ら
し
て
、
人
が
相
互
的
コ
ミ
ユ

祖父母による当時三歳の孫の連れ戻しが未成年者誘拐罪に当たるとされー・(金津)

ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
成
長
発
達
す
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
多
角
的
に
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
決
し
て
特
定
の
相

手
と
の
聞
で
の
み
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
多
方
向
に
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
未
成
年
者
の
成
長
発
達
の
場
と
し
て
の
環
境
の
保(

日
)

障
は
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
特
定
の
個
人
と
の
関
係
の
維
持
、
断
絶
と
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
解か
さく
れし
るて

こ本
の罪
意の
味保
台護

法
本益
罪た
のる
保自
護由
法問

た人
る的
自主
由昭
を怖

を
~ ，、
む;;.
や te
み 一三

に来
現成
在年
の者
生が
活安
環全
世、

か安
仏内

離両
脱に
さ成
れ長
な発
い達
自で
由討き
」る

品霊
すが

白露
解さ
はれ
、た

社状
会態

若
し
く
は
環
境
と
の
関
連
で
本
罪
の
保
護
法
益
た
る
自
由
を
捉
え
る
点
で
、
ま
た
、
特
に
成
長
の
途
上
に
あ
る
未
成
年
者
に
と
っ
て
、
自
己
の
置
か
れ
た

環
境
が
あ
る
程
度
安
定
的
で
あ
る
と
信
頼
で
さ
る
こ
と
が
成
長
に
有
益
で
あ
る
占
か
ら
も
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
か
ら
救
い
出
す

こ
と
が
明
ら
か
に
未
成
年
者
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
場
合
を
除
き
、
未
成
年
者
に
と
っ
て
は
従
前
に
形
成
し
て
き
た
慣
れ
親
し
ん
だ
環
境
に
い
る
こ
と
、

〔
路
)

「
既
存
の
生
活
環
境
を
保
持
す
る
」
こ
と
が
利
誘
と
推
定
さ
れ
、
か
か
る
環
境
か
ら
離
脱
さ
せ
、
行
為
者
若
し
く
は
第
三
者
の
支
配
の
下
に
置
く
こ
と
が
、

か
か
る
自
由
を
害
す
る
も
の
と
し
て
、
未
成
年
者
拐
取
罪
を
構
成
す
る
行
為
に
当
た
る
と
言
え
る
。
未
成
年
者
の
連
れ
去
り
へ
の
同
意
は
、
そ
の
年
齢
、

判
断
能
力
、
同
意
の
得
ら
れ
た
経
緯
に
照
ら
し
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
真
撃
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
か
か
る
自
由
の
侵
害
の
不
存
在
を
認

(
川
町
)

定
す
る
要
素
と
し
て
、
構
成
要
件
診
当
性
阻
却
な
い
し
違
法
性
阻
却
を
基
礎
づ
け
る
事
実
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
民
事
上
の
取
扱
い
で
は
あ
る
が

(
却
)

国
際
的
な
子
の
連
れ
去
り
に
関
す
る
ハ

1
グ
条
約
の
適
用
排
除
事
由
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
見
出
さ
れ
よ
う
。
以
上
に
述
べ
た
未
成
年
者
拐
取

罪
の
保
護
法
益
た
る
自
由
の
概
念
に
は
、
学
誌
③
が
主
張
す
る
安
全
の
見
地
も
当
然
含
ま
れ
る
。
近
時
、
③
の
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
背
景
に
は
、

未
成
年
者
拐
取
罪
を
被
拐
取
者
の
立
場
に
立
ち
、
そ
の
利
益
を
十
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
か
か
る
利
益
を
内
包
L
、

(
幻
)

か
っ
、
実
現
し
得
る
自
由
を
措
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

未
成
年
者
拐
取
罪
の
保
護
法
益
を
以
上
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
た
と
え
監
護
権
者
の
下
か
ら
で
も
未
成
年
者
の
成
長
発
達
に
適
す
る
環
境
が
保
障

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
ま
し
て
や
本
件
で
は
、
赤
の
他
人
で
は
な
く
祖
父
母
に
よ
る
孫
の
迫
れ
去
り

七
O
七
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が
問
題
と
な
っ
た
。
被
告
人
ら
と
被
拐
取
者
ら
は
そ
も
そ
も
共
に
暮
ら
し
て
い
た
と
之
ろ
、
再
婚
を
機
に
新
生
活
を
送
ろ
う
と
し
た

C
が
D
、
E
ら
を
連

れ
て
転
居
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
阻
止
す
べ
く
、
被
告
人
ら
が

D
を
連
れ
出
す
こ
と
で

C
ら
も
連
れ
戻
そ
う
と
し
、
実
際
に

D
を
連
れ
出
し

C

の
実
家
で
あ
る
自
宅
に
連
れ
戻
し
た
。
こ
こ
で
、
被
拐
取
者
の
生
活
環
境
の
基
準
を
転
居
先
の
乙
宅
に
置
い
た
場
合
に
は
、
従
前
の
生
活
環
境
か
ら
の
離

脱
行
為
は
あ
る
と
言
え
、
本
判
決
も
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

尤
も
、
そ
の
理
解
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
従
前
の
環
境
か
ら
離
脱
さ
せ
る
行
為
の
す
べ
て
を
当
前
的
と
捉
え
る
こ
と
は
、
刑
法
の
謙
抑
性
の
観
点
か
ら

問
題
が
あ
ろ
う
。
前
掲
最
高
裁
平
成
一
七
年
決
定
に
お
け
る
滝
井
繁
男
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
親
権
者
の
一
方
が
他
方
か
ら
子
を
連
れ
去
り
自
分
の
事

実
的
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
「
社
会
的
相
当
行
為
と
し
て
実
質
的
違
法
性
を
欠
く
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、

行当

君事
や 案
ゃに
行関
きし
過て
ぎは
の、
観基
は本
あ的
るに
には
せ子
ょの
、福

非祉
難を
さ考
れ慮
るし
べて
き適
で切
なな
く措

置

喜Z
性る
が専
阻門
却機
さ関
れで
るあ
ぺる
き家
で庭
あ裁
る判
と所
しに
た再委
。ね
本る
tU ベ
決き
がで

あ
かり
か
る被
場告
合人
にの

は
、
第
一
義
的
に
は
家
庭
裁
判
所
の
調
停
手
続
や
当
事
者
聞
の
話
合
い
等
に
よ
り
解
決
を
図
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
も
、
こ
の
判
対
意
見
を

承
け
、
同
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
両
名
に
よ
る

D
の
連
れ
出
し
が
乙
宅
へ
の
転
居
の
翌
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
拐
取
者
の
生
活
環
境
の
基
準
を
、

C
ら
が
最

初
同
居
し
て
い
た
被
告
人
宅
と
解
す
る
と
き
に
は
、
被
拐
取
者
に
と
っ
て
慣
れ
親
し
ん
だ
従
前
の
生
活
環
境
か
ら
の
離
脱
が
な
く
、
被
告
人
両
名
を
処
罰

す
べ
き
実
質
的
根
拠
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
両
名
が

C
を
追
い
か
け
て
乙
宅
ま
で
赴
き
、

A
が
乙
に
暴
力
を
振
る
っ
た
際

に
泣
き
出
し
た

D
を
B
が
実
力
で
抱
き
か
か
え
て
連
れ
出
し
た
犯
行
態
様
が
、

一
審
、
控
訴
審
が
未
成
年
者
誘
拐
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
際
に
も
重
視
さ

れ
て
い
る
が
、
最
高
裁
は
量
刑
判
断
で
こ
れ
を
別
様
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
即
ち
、
「
祖
父
母
が
、
幼
児
を
直
前
ま
で
平
穏
に
生
活
し
て
い
た
住
居
に
逮

れ
戻
し
た
」
事
実
を
認
定
し
、
こ
れ
に
同
児
の
「
安
全
を
脅
か
す
も
の
と
も
い
え
な
い
」
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
認
定
は
、

被
拐
取
者
た
る

D
の
利
益
、
福
祉
の
観
点
か
ら
一
審
、
控
訴
審
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
評
価
に
値
す
る
。
し
か
も
、
如
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
ま
さ

に
こ
の
認
定
こ
そ
未
成
年
者
拐
取
罪
の
保
護
法
益
の
核
心
部
分
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
観
占
に
立
脚
す
る
と
き
に
は
、
本
件
は
、
著
し
い
量
刑

不
当
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
重
大
な
事
実
誤
認
に
よ
る
破
棄
を
言
い
渡
す
べ
き
事
案
で
あ
っ
た
と
言
一
え
よ
う
。
法
的
な
正
当
性
は
と
も
か
く
、
被
告
人
両
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名
の
行
品
に
よ
り
長
期
間
に
わ
た
り
、
被
告
人
宅
に
同
居
し
、
小
学
校
に
通
い
、
新
た
な
人
間
関
係
を
形
成
し
た
D
に
と
っ
て
は
、
そ
の
環
境
こ
そ
が
保

祖父母による当時三歳の孫の連れ戻しが未成年者誘拐罪に当たるとされー (金津)

議
さ
れ
る
べ
き
生
活
環
境
で
あ
り
、
ま
た
実
際
、
明
確
に
そ
の
環
境
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
が
り
、
そ
れ
を
指
示
さ
れ
る
と
精
神
的
不
安
定
状
態

に
陥
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
両
名
を
服
役
さ
せ
て
そ
の
環
境
を
奪
う
こ
と
は
、

D
の
安
全
や
福
祉
の
観
点
か
ら
も
、
避
け
る
べ
き
こ

と
は
明
白
で
あ
り
、
執
行
猶
予
の
付
与
は
当
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

D
が
連
れ
戻
さ
れ
た
の
は
従
前
の
生
活
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
被
告
人
両
名

が
整
え
た
D
の
養
育
環
境
は
、
「
そ
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
未
成
年
者
誘
拐
罪
の
成
立
を
否
定
し
得

(
お
)

た
事
案
で
あ
っ
た
と
雷

(
1
)

宮
本
英
僻
・
刑
法
大
綱
(
一
九
三
五
年
)
二

5
七
頁
、
木
村
亀
二
・
刑
法
各
議
(
一
九
五
九
年
)
六
五
頁
、
香
川
達
夫
刑
法
各
論
講
義
第
一
一
一

版
(
二
O
O
六
年
)
四
一
一
五
頁
等
。
ま
た
、
監
護
権
に
は
考
慮
を
払
う
も
の
の
、
独
立
し
た
法
益
と
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
内

田
文
昭
・
刑
法
各
論
第
三
版
(
一
九
九
六
年
)
一
一
一
七
頁
、
中
森
喜
彦
・
刑
法
各
論
第
三
版
(
二
O
二
年
)
四
七
買
。
こ
れ
に
一
定
の
理
解
を

示
し
つ
つ
、
「
親
子
の
鮮
と
そ
れ
に
伴
う
利
益
も
無
視
し
難
い
」
と
す
る
の
が
、
斎
藤
信
治
・
刑
法
各
論
第
一
二
版
(
二
O
O
九
年
)
四
九
頁
。

(
2
)

井
上
正
治
日
江
藤
孝
刑
法
学
(
各
則
・
一
九
九
四
年
)
五
七
頁
。

(3)

小
野
清
一
郎
・
新
訂
刑
法
講
義
各
論
(
一
九
五
O
年
)
二
O
四
頁
以
下
(
「
本
来
人
的
な
保
護
関
係
を
侵
害
す
る
も
の
」
と
い
う
叙
述
を
如
何

に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
山
室
窓
大
コ
ン
メ
ン
タ
I
ル
刑
法
第
一
一
版
(
二

oo-
一
年
)
二
一
七
八
頁
参
照
)
、
谷
口
正
孝
「
未
成
年
誘
拐
罪

の
本
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
七
八
号
(
一
九
六
三
年
)
五
七
買
、
団
藤
重
光
刑
法
綱
要
各
論
(
一
九
九
O
年
)
四
七
六
頁
、
福
田
平
・
〈
手
訂
刑
法

各
論
第
三
版
増
補
(
二
O
O
二
年
)
一
七
五
頁
、
佐
久
間
修
刑
法
各
論
(
二
O
O
四
年
)
、
大
塚
仁
・
刑
法
概
説
各
論
第
三
版
増
補
版
合
一
O

O
主
年
)
八
二
頁
、
松
宮
孝
明
・
刑
法
各
論
誹
義
第
二
版
士
一
0
0
八
年
)
九
六
頁
以
下
、
川
端
博
・
刑
法
各
語
講
義
第
二
版
(
一
一
O
一
O
年
)

一
六
五
頁
以
下
等
。

(4)

林
幹
人
刑
法
各
論
第
二
版
(
二
O
O
七
年
)
八
二
一
頁
、
曽
根
戚
彦
刑
法
各
論
第
四
版
(
一
一
O
O
八
年
)
五
六
頁
以
下
、
大
谷
賓
-
刑
法
講

義
各
論
新
版
第
三
版
(
二
O
O
九
年
)
三
二
ニ
一
員
、
西
田
典
之
刑
法
各
論
第
五
版
(
二
O
一
O
年
)
一
一
一
七
頁
、
山
口
厚
刑
法
各
論
第
一
一
版

(二
O
一
O
年
)
九
二
頁
、
伊
東
研
祐
刑
法
講
義
各
論
(
二
O
二
年
)
六
人
頁
、
高
橋
則
夫
・
刑
法
各
論
(
二
O
二
年
)
一

O
O
頁
以
下
、

前
田
雅
英
・
刑
法
各
論
議
義
第
五
版
(
二
O
二
年
)
一
一
三
ニ
頁
等
。

(
5
)

刑
録
一
ム
ハ
輯
一
五
六
九
頁
。

七
O
九
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七

。

(6)

刑
録
一
一
四
輯
二
主
ヱ
ハ
買
。

(7)

刑
集
三
巻
五
O
二
頁
。

(
8
)

裁
特
三
巻
八
号
四
O
九
頁
。

(9)

刑
集
五
七
巻
三
号
一
二
七
一
頁
。

(m)
刑
集
五
九
巻
一

O
号
一
九
O
一
頁
。

(
日
)
谷
滋
行
「
判
批
」
研
修
六
九
三
一
号
(
一
一

O
O
六
年
)
一
六
貰
参
照
。

(
ロ
)
そ
れ
故
、
被
拐
取
者
の
自
由
の
制
度
的
保
障
た
る
地
位
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
監
護
権
を
独
立
し
て
保
護
対
象
と
す
る
必
要
は
な
い
と
の

諸
見
解
(
注
1
参
照
)
に
は
妥
当
性
が
見
出
さ
れ
る
。

(M)

そ
の
意
味
で
、
監
護
権
侵
害
の
存
在
は
、
無
関
係
な
他
人
の
拐
取
行
為
か
ら
の
保
護
の
論
拠
と
な
る
。

(
U
)

歴
史
的
に
は
、
本
罪
の
行
為
が
子
ど
も
を
労
働
力
の
供
給
源
と
見
て
い
た
前
近
代
的
文
脈
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い

(
団
藤
前
掲
四
七
七
頁
参
照
)
。

(
日
)
香
川
前
掲
四
二
五
頁
、
内
田
前
掲
=
一
七
頁
参
照
。

(M)

尤
も
、
そ
の
衡
量
は
必
ず
し
も
一
律
に
判
断
し
難
い
。
例
え
ば
、
夜
逃
げ
の
よ
う
に
、
特
定
の
個
人
や
家
族
と
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
、
未

成
年
者
と
共
に
従
来
の
環
境
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
未
成
年
者
略
取
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
広
が
り
の
あ
る
人
的
環
境
を
保
持

し
た
状
態
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
集
団
丸
ご
と
の
桂
致
は
、
や
は
り
「
拐
取
」
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

(
げ
)
山
中
敬
一
・
刑
法
各
議
第
二
版
(
二

O
O
九
年
)
一
一
一
五
頁
。

(
四
)
山
中
・
前
掲
二
一
五
頁
。

(
四
)
長
井
長
信
「
誘
拐
罪
の
保
設
法
益
」
刑
法
判
例
百
選
E
各
論
第
四
版
(
一
九
九
七
年
)
一
一
七
頁
参
回
。

(
加
)
一
九
八
O

(
昭
和
五
五
)
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
ハ

l
グ
国
際
私
法
会
議
で
採
択
さ
れ
た
子
の
述
れ
去
り
に
関
す
る
民
事
条
約
に
よ
れ
ば
、
一

六
歳
未
満
の
子
が
国
境
を
越
え
て
不
法
に
奪
取
さ
れ
た
場
合
、
条
約
締
約
国
の
聞
で
は
常
居
所
地
図
へ
の
返
還
が
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
裁
判
所
は
、
子
の
奪
取
の
時
点
か
ら
返
還
申
し
立
て
時
占
ま
で
の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
子
を
元
の
常

居
所
地
図
に
返
還
す
る
よ
う
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
奪
取
後
一
年
が
経
過
し
て
い
な
く
と
も
、
次
の
事
由
が
証
明
さ
れ
た
場

合
に
は
例
外
的
に
返
還
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
主
張
さ
れ
て
い
る
奪
取
の
時
点
に
お
い
て
、
監
護
者
が
現
実
に
は
監
護
権
を
行
使
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
②
監
護
者
が
、
奪
取
に
該
当
す
る
干
の
国
境
を
越
え
た
移
動
に
同
意
し
て
い
た
か
ま
た
は
こ
れ
を
追
認
し
た
こ
と
、
③
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子
を
返
還
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
に
精
神
的
・
肉
体
的
な
危
害
が
及
ぶ
重
大
な
危
険
性
の
あ
る
こ
と
ま
た
は
子
を
耐
え
難
い
状
況
に
置
く
重
大
な

危
険
が
存
す
る
こ
と
、
④
子
が
自
ら
返
迎
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
幻
)
未
成
年
者
の
安
全
を
独
自
に
保
護
す
る
こ
と
に
も
確
か
に
意
義
が
あ
る
が
、
穏
や
か
な
方
法
で
安
全
な
場
所
に
連
れ
去
ら
れ
た
場
合
で
も
、
本

罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
説
明
し
難
い
(
中
森
前
掲
四
七
頁
)
。
な
お
、
林
前
掲
八
三
頁
参
照
。

(n)
こ
れ
に
対
し
、
手
段
の
粗
暴
性
に
着
目
し
て
実
質
的
違
法
性
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
前
田
雅
英
「
実
質
的
違
法
性
と
社
会
的
相
当
性
」
研

修
六
九
三
号
一
ニ
頁
以
下
。

(
お
)
村
井
敏
邦
「
判
批
」
速
報
判
例
解
説

ω(二
O
O
七
年
)
一
一

O
一
頁
以
下
は
、
被
告
人
両
名
の
行
為
は
構
成
要
件
的
に
は
未
成
年
者
誘
拐
罪

に
当
た
る
と
し
て
も
、
違
法
性
が
否
定
さ
れ
る
と
判
断
し
て
も
よ
い
と
す
る
。

七
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